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(57)【要約】
【課題】同軸上に配置されるモータと減速機とを備える
回転アクチュエータにおいて、軽量化することが可能な
回転アクチュエータを提供する。
【解決手段】回転アクチュエータ２は、回転軸１３と回
転軸１３に固定される駆動用磁石２９とを有するモータ
７と、回転軸１３と同軸上に配置されるとともに回転軸
１３に連結される入力軸２０を有する減速機８とを備え
ている。回転軸１３は、駆動用磁石２９が外周側に固定
される筒状の磁石固定部１３ａを備えており、入力軸２
０の一端側は、磁石固定部１３ａの内周側に固定されて
いる。また、回転軸１３は、磁性材料で形成され、入力
軸２０は、回転軸１３を形成する磁性材料よりも比重の
小さい材料で形成されている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転軸と前記回転軸に固定される駆動用磁石とを有するモータと、
　前記回転軸と同軸上に配置されるとともに前記回転軸に連結される入力軸を有する減速
機と、を備え、
　前記回転軸は、前記駆動用磁石が外周側に固定される筒状の磁石固定部を備えるととも
に、磁性材料で形成され、
　前記入力軸の一端側は、前記磁石固定部の内周側に固定され、
　前記入力軸は、前記回転軸を形成する磁性材料よりも比重の小さい材料で形成されてい
ることを特徴とする回転アクチュエータ。
【請求項２】
　前記回転軸は、鉄系金属で形成され、
　前記入力軸は、アルミニウム合金で形成されていることを特徴とする請求項１記載の回
転アクチュエータ。
【請求項３】
　前記駆動用磁石は、円筒状に形成されるとともに、前記磁石固定部の外周面に固定され
、
　前記駆動用磁石の端面と前記入力軸の一端面とは、前記回転軸の軸方向において同じ位
置に配置されていることを特徴とする請求項１または２記載の回転アクチュエータ。
【請求項４】
　前記回転軸および前記入力軸は、中空状であることを特徴とする請求項１から３のいず
れかに記載の回転アクチュエータ。
【請求項５】
　請求項４記載の回転アクチュエータによって構成される関節部と、前記回転軸および前
記入力軸の内周側を通過するように引き回される配線とを備えることを特徴とするロボッ
ト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、同軸上に配置されるモータと減速機とを備える回転アクチュエータに関する
。また、本発明は、かかる回転アクチュエータを備えるロボットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、中空モータと中空減速機とを備える中空型回転アクチュエータが知られている（
たとえば、特許文献１参照）。特許文献１に記載の中空型回転アクチュエータでは、中空
モータの軸方向で中空モータと中空減速機とが重なるように、中空モータと中空減速機と
が同軸上に配置されている。中空モータは、中空モータ軸と中空モータ軸の外周面に固定
される駆動マグネットとから構成されるロータを備えている。中空モータ軸は、中空減速
機の内周側まで入り込む軸端部を備えている。
【０００３】
　また、特許文献１に記載の中空型回転アクチュエータでは、中空減速機は、中空波動歯
車装置であり、円環状の装置ハウジングと、装置ハウジングの内周部に固定される剛性内
歯歯車と、剛性内歯歯車の内側に配置されるカップ形状の可撓性外歯歯車と、可撓性外歯
歯車の内側に配置される波動発生器とを備えている。可撓性外歯歯車は、クロスローラベ
アリングを介して装置ハウジングに回転可能に支持されている。波動発生器の一部は、中
空モータ軸の軸端部の外周面に固定されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－２０６２６５号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の中空型回転アクチュエータでは、中空モータ内で効率的な磁気回路
を形成するために、外周面に駆動マグネットが固定される中空モータ軸は、一般に、鉄系
金属等の磁性材料で形成されている。したがって、中空モータ軸の比重は比較的大きい。
また、特許文献１に記載の中空型回転アクチュエータでは、中空モータ軸の軸端部が中空
減速機の内周側まで入り込んでおり、中空モータ軸の長さが長い。すなわち、特許文献１
に記載の中空型回転アクチュエータでは、比重が比較的大きく、かつ、長さの長い中空モ
ータ軸が使用されているため、この中空型回転アクチュエータの重量は重くなる。
【０００６】
　そこで、本発明の課題は、同軸上に配置されるモータと減速機とを備える回転アクチュ
エータにおいて、軽量化することが可能な回転アクチュエータを提供することにある。ま
た、本発明の課題は、かかる回転アクチュエータを備えるロボットを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するため、本発明の回転アクチュエータは、回転軸と回転軸に固定さ
れる駆動用磁石とを有するモータと、回転軸と同軸上に配置されるとともに回転軸に連結
される入力軸を有する減速機とを備え、回転軸は、駆動用磁石が外周側に固定される筒状
の磁石固定部を備えるとともに、磁性材料で形成され、入力軸の一端側は、磁石固定部の
内周側に固定され、入力軸は、回転軸を形成する磁性材料よりも比重の小さい材料で形成
されていることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の回転アクチュエータでは、モータの回転軸は、駆動用磁石が外周側に固定され
る筒状の磁石固定部を備えており、減速機の入力軸の一端側は、磁石固定部の内周側に固
定されている。すなわち、本発明では、回転軸の、駆動用磁石が固定される部分である磁
石固定部の内周側に、減速機の入力軸の一端側が固定されている。また、本発明では、減
速機の入力軸は、回転軸を形成する磁性材料よりも比重の小さい材料で形成されている。
そのため、本発明では、減速機の入力軸の一端側部分の内周側に回転軸の一端側が固定さ
れる場合と比較して、比重の小さな材料で形成される減速機の入力軸は長くなるが、比重
の比較的大きな磁性材料で形成される回転軸の長さを短くすることが可能になる。したが
って、本発明では、回転アクチュエータを軽量化することが可能になる。また、本発明で
は、磁石固定部の内周側に減速機の入力軸の一端側が固定されているため、回転軸の径方
向における厚さが厚くなりやすい磁石固定部の、径方向の厚さを薄くすることが可能にな
る。したがって、本発明では、回転アクチュエータをより軽量化することが可能になる。
【０００９】
　本発明において、回転軸は、たとえば、鉄系金属で形成され、入力軸は、アルミニウム
合金で形成されている。
【００１０】
　本発明において、駆動用磁石は、円筒状に形成されるとともに、磁石固定部の外周面に
固定され、駆動用磁石の端面と入力軸の一端面とは、回転軸の軸方向において同じ位置に
配置されていることが好ましい。このように構成すると、回転軸の軸方向における駆動用
磁石の全域で、回転軸の径方向における磁石固定部の厚さを薄くすることが可能になる。
【００１１】
　本発明において、回転軸および入力軸は、たとえば、中空状である。この場合には、本
発明の回転アクチュエータは、回転アクチュエータによって構成される関節部と、回転軸
および入力軸の内周側を通過するように引き回される配線とを備えるロボットに用いるこ
とができる。このロボットでは、関節部を軽量化することが可能になる。
【発明の効果】
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【００１２】
　以上のように、本発明では、同軸上に配置されるモータと減速機とを備える回転アクチ
ュエータにおいて、回転アクチュエータを軽量化することが可能になる。また、本発明の
ロボットでは、関節部を軽量化することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態にかかる産業用ロボットの正面図である。
【図２】（Ａ）は、図１に示す産業用ロボットの斜視図であり、（Ｂ）は、（Ａ）に示す
産業用ロボットが動作している状態を示す斜視図である。
【図３】図１に示す関節部の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態を説明する。
【００１５】
　（産業用ロボットの概略構成）
　図１は、本発明の実施の形態にかかる産業用ロボット１の正面図である。図２（Ａ）は
、図１に示す産業用ロボット１の斜視図であり、図２（Ｂ）は、図２（Ａ）に示す産業用
ロボット１が動作している状態を示す斜視図である。
【００１６】
　本形態の産業用ロボット１（以下、「ロボット１」とする。）は、所定の製品の組立や
製造等に用いられる多関節ロボットであり、組立ラインや製造ラインに設置されて使用さ
れる。ロボット１は、複数の関節部２と複数のアーム３とを備えている。本形態では、ロ
ボット１は、６個の関節部２と、２本のアーム３とを備えている。以下では、６個の関節
部２のそれぞれを区別して表す場合には、６個の関節部２のそれぞれを「第１関節部２Ａ
」、「第２関節部２Ｂ」、「第３関節部２Ｃ」、「第４関節部２Ｄ」、「第５関節部２Ｅ
」および「第６関節部２Ｆ」とする。また、以下では、２本のアーム３のそれぞれを区別
して表す場合には、２本のアーム３のそれぞれを「第１アーム３Ａ」および「第２アーム
３Ｂ」とする。
【００１７】
　また、ロボット１は、第１関節部２Ａに相対回動可能に連結される支持部材４を備えて
いる。支持部材４は、フランジ部４ａを有する鍔付きの円筒状に形成されており、支持部
材４の内周側には、支持部材４の軸方向に貫通する貫通孔（図示省略）が形成されている
。フランジ部４ａは、円環状に形成されており、ロボット１の底面部分を構成している。
アーム３は、細長い円筒状に形成されている。
【００１８】
　ロボット１では、第１関節部２Ａと第２関節部２Ｂとが相対回動可能に連結され、第２
関節部２Ｂと第１アーム３Ａの基端とが固定されている。また、第１アーム３Ａの先端と
第３関節部２Ｃとが固定され、第３関節部２Ｃと第４関節部２Ｄとが相対回動可能に連結
され、第４関節部２Ｄと第２アーム３Ｂの基端とが相対回動可能に連結され、第２アーム
３Ｂの先端と第５関節部２Ｅとが固定され、第５関節部２Ｅと第６関節部２Ｆとが相対回
動可能に連結されている。また、第６関節部２Ｆには、ハンドや工具等が相対回動可能に
取付可能となっている。
【００１９】
　以下、関節部２の具体的な構成を説明する。なお、図１に示すように、本形態では、第
１関節部２Ａと第２関節部２Ｂと第３関節部２Ｃとが同じ大きさで形成され、第４関節部
２Ｄと第５関節部２Ｅと第６関節部２Ｆとが同じ大きさで形成されている。また、第１関
節部２Ａ、第２関節部２Ｂおよび第３関節部２Ｃの大きさは、第４関節部２Ｄ、第５関節
部２Ｅおよび第６関節部２Ｆの大きさよりも大きくなっている。ただし、第１関節部２Ａ
、第２関節部２Ｂおよび第３関節部２Ｃと、第４関節部２Ｄ、第５関節部２Ｅおよび第６
関節部２Ｆとは、大きさが相違する点を除けば同様に構成されている。
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【００２０】
　（関節部の構成）
　図３は、図１に示す関節部２の縦断面図である。以下では、説明の便宜上、図３のＺ１
方向側を「上」側とし、その反対側であるＺ２方向側を「下」側とする。
【００２１】
　関節部２は、モータ７と、モータ７に連結される減速機８と、モータ７が電気的に接続
される回路基板１０と、モータ７と減速機８と回路基板１０とが収容されるケース体１１
とを備えており、関節部２自体が回転アクチュエータとなっている。すなわち、関節部２
は、回転アクチュエータによって構成されている。
【００２２】
　モータ７は、径方向の中心に貫通孔が形成された中空モータであり、中空状の回転軸１
３を備えている。また、モータ７は、ロータ１４とステータ１５とを備えている。減速機
８は、径方向の中心に貫通孔が形成された中空減速機である。モータ７と減速機８とは上
下方向で重なるように配置されている。具体的には、モータ７が上側に配置され、減速機
８が下側に配置されている。また、モータ７と減速機８とは同軸上に配置されている。
【００２３】
　本形態の減速機８は、中空波動歯車装置であり、剛性内歯歯車１６と可撓性外歯歯車１
７と波動発生部１８とクロスローラベアリング１９とを備えている。波動発生部１８は、
回転軸１３に連結される中空状の入力軸２０と、入力軸２０の外周側に取り付けられるウ
エーブベアリング２１とを備えている。本形態では、剛性内歯歯車１６が減速機８の出力
軸となっている。また、関節部２は、回転軸１３および入力軸２０の内周側に配置される
筒状（より具体的には、円筒状）の管状部材２６と、剛性内歯歯車１６に固定される出力
側部材２７とを備えている。
【００２４】
　モータ７は、上述のように、ロータ１４とステータ１５とを備えている。ロータ１４は
、回転軸１３と、回転軸１３に固定される駆動用磁石２９とを備えている。回転軸１３は
、上下方向に細長い略円筒状に形成されており、回転軸１３の軸方向と上下方向とが一致
するように配置されている。すなわち、上下方向は、回転軸１３の軸方向であるとともに
ロータ１４の軸方向である。回転軸１３は、バックヨークとしての機能を果たしており、
磁性材料で形成されている。本形態の回転軸１３は、鋼材等の鉄系金属で形成されている
。
【００２５】
　駆動用磁石２９は、円筒状に形成されている。駆動用磁石２９の長さ（上下方向の長さ
）は、回転軸１３よりも短くなっており、駆動用磁石２９は、回転軸１３の下端側部分の
外周面に固定されている。本形態では、回転軸１３の下端面と駆動用磁石２９の下端面と
が一致するように、駆動用磁石２９が回転軸１３の外周面に固定されている。
【００２６】
　ステータ１５は、全体として略円筒状に形成されており、駆動用磁石２９の外周面を覆
うように、駆動用磁石２９の外周側に配置されている。回転軸１３の上端側部分は、ステ
ータ１５の上端面よりも上側に突出している。このステータ１５は、駆動用コイルと、イ
ンシュレータを介して駆動用コイルが巻回される複数の突極を有するステータコアとを備
えている。ステータコアの突極は、内周側に向かって突出するように形成されており、突
極の先端面は、駆動用磁石２９の外周面に対向している。ステータ１５は、ケース体１１
に固定されている。
【００２７】
　減速機８は、上述のように、剛性内歯歯車１６と可撓性外歯歯車１７と波動発生部１８
とクロスローラベアリング１９とを備えている。剛性内歯歯車１６は、扁平な略円筒状に
形成されており、剛性内歯歯車１６の軸方向と上下方向とが一致するように配置されてい
る。すなわち、上下方向は、減速機８の出力軸である剛性内歯歯車１６の軸方向となって
いる。剛性内歯歯車１６は、クロスローラベアリング１９の内輪１９ａに固定されている
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。クロスローラベアリング１９の外輪１９ｂは、ケース体１１の下端側部分に固定されて
おり、剛性内歯歯車１６は、クロスローラベアリング１９を介してケース体１１の下端側
部分に回転可能に保持されている。
【００２８】
　可撓性外歯歯車１７は、上端にフランジ部１７ａを有する鍔付きの略筒状に形成されて
いる。フランジ部１７ａは、略円環状に形成されており、フランジ部１７ａの外周側部分
は、ケース体１１に固定されている。剛性内歯歯車１６は、減速機８の下端側部分を構成
している。フランジ部１７ａは、減速機８の上端側部分を構成している。剛性内歯歯車１
６の内周面には、内歯が形成されている。可撓性外歯歯車１７の下端側の外周面には、剛
性内歯歯車１６の内歯と噛み合う外歯が形成されている。
【００２９】
　波動発生部１８は、上述のように、入力軸２０とウエーブベアリング２１とを備えてい
る。入力軸２０は、全体として上下方向に細長い筒状に形成されており、入力軸２０の軸
方向と上下方向とが一致するように配置されている。この入力軸２０は、回転軸１３を形
成する磁性材料よりも比重の小さい材料で形成されている。また、入力軸２０は、非磁性
材料で形成されている。具体的には、入力軸２０は、アルミニウム合金で形成されている
。入力軸２０の、下端側部分以外の部分は、細長い略円筒状に形成されている。入力軸２
０の下端側部分は、入力軸２０の軸方向から見たときの内周面の形状が円形状となり、入
力軸２０の軸方向から見たときの外周面の形状が楕円形状となる楕円部２０ａとなってい
る。なお、入力軸２０は、回転軸１３を形成する磁性材料よりも比重の小さい材料で形成
されるのであれば、アルミニウム合金以外の材料で形成されても良い。
【００３０】
　回転軸１３と入力軸２０とは同軸上に配置されており、入力軸２０の内周側は、回転軸
１３の内周側に通じている。入力軸２０の上端側部分は、回転軸１３の下端側部分の内周
側に固定されている。具体的には、入力軸２０の上端側部分は、回転軸１３の、駆動用磁
石２９が固定された部分の内周側に挿入されて固定されている。すなわち、回転軸１３は
、駆動用磁石２９が外周側に固定される筒状（より具体的には、円筒状）の磁石固定部１
３ａを回転軸１３の下端側に備えており、入力軸２０の上端側は、この磁石固定部１３ａ
の内周側に固定されている。また、入力軸２０の上端側部分は、接着によって回転軸１３
に固定されている。本形態では、駆動用磁石２９の上端面と入力軸２０の上端面とが上下
方向において同じ位置に配置されている。
【００３１】
　上下方向における入力軸２０の中心部分は、ベアリング３０に回転可能に支持されてい
る。ベアリング３０は、ボールベアリングである。このベアリング３０は、軸受保持部材
３１に取り付けられ、軸受保持部材３１は、ケース体１１に固定されている。すなわち、
入力軸２０は、軸受保持部材３１を介してケース体１１に取り付けられるベアリング３０
に回転可能に支持されている。軸受保持部材３１は、円環状かつ平板状に形成されており
、可撓性外歯歯車１７のフランジ部１７ａと上下方向で重なるようにケース体１１に固定
されている。
【００３２】
　ウエーブベアリング２１は、可撓性の内輪および外輪を備えたボールベアリングである
。このウエーブベアリング２１は、楕円部２０ａの外周面に沿って配置されており、楕円
状に撓んでいる。可撓性外歯歯車１７の、外歯が形成される下端側部分は、ウエーブベア
リング２１を囲むようにウエーブベアリング２１の外周側に配置されており、この部分は
、楕円状に撓んでいる。可撓性外歯歯車１７の外歯は、楕円状に撓む可撓性外歯歯車１７
の下端側部分の長軸方向の２か所で、剛性内歯歯車１６の内歯と噛み合っている。
【００３３】
　出力側部材２７は、フランジ部２７ａと筒部２７ｂとを有する鍔付きの略円筒状に形成
されている。この出力側部材２７は、出力側部材２７の軸方向と上下方向とが一致するよ
うに配置されており、出力側部材２７の内周側には、上下方向に貫通する貫通孔２７ｃが
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形成されている。フランジ部２７ａは、平板状かつ円環状に形成されており、筒部２７ｂ
の下端に繋がっている。フランジ部２７ａは、フランジ部２７ａの上面が剛性内歯歯車１
６の下面に接触するように剛性内歯歯車１６に固定されている。また、フランジ部２７ａ
は、ケース体１１の下端よりも下側に配置されており、ケース体１１の外側に配置されて
いる。
【００３４】
　筒部２７ｂの上端側には、筒部２７ｂの下端側部分よりも外径の小さい小径部２７ｄが
形成されており、筒部２７ｂの上端側部分の外周側には、上下方向に直交する円環状の段
差面２７ｅが形成されている。小径部２７ｄは、管状部材２６の下端側部分の内周側に挿
入されており、管状部材２６の下端面は、段差面２７ｅに対向している。また、貫通孔２
７ｃは、管状部材２６の内周側に通じている。本形態では、管状部材２６の内周面と小径
部２７ｄの外周面とが接触している。また、管状部材２６の内周面と小径部２７ｄの外周
面とが接触することで、管状部材２６の下端側が出力側部材２７に保持されている。筒部
２７ｂの上端側部分は、入力軸２０の下端側部分の内周側に配置されている。筒部２７ｂ
の外周面と入力軸２０の下端側部分の内周面との間には、ベアリング３４が配置されてい
る。ベアリング３４は、ボールベアリングである。
【００３５】
　管状部材２６は、アルミニウム合金によって形成されている。また、管状部材２６は、
上下方向に細長い円筒状に形成されており、管状部材２６の軸方向と上下方向とが一致す
るように配置されている。すなわち、上下方向は、管状部材２６の軸方向である。なお、
管状部材２６は、アルミニウム合金以外の金属によって形成されても良いし、樹脂によっ
て形成されても良い。
【００３６】
　上述のように、管状部材２６は、回転軸１３および入力軸２０の内周側に挿入されてい
る。管状部材２６の上端面は、回転軸１３の上端面よりも上側に配置され、管状部材２６
の下端面は、入力軸２０の下端面よりも上側に配置されている。また、上述のように、管
状部材２６の下端側部分の内周側に出力側部材２７の小径部２７ｄが挿入されるとともに
管状部材２６の下端面が段差面２７ｅに対向しており、管状部材２６の下端側は、出力側
部材２７に保持されている。具体的には、管状部材２６の下端側は、上下方向を回転の軸
方向とした、出力側部材２７に対する管状部材２６の相対回転が可能となるように出力側
部材２７に保持されている。
【００３７】
　管状部材２６の上端側は、保持部材３２に保持されている。保持部材３２は、支柱３３
に固定され、支柱３３は、ケース体１１に固定されている。すなわち、保持部材３２は、
支柱３３を介してケース体１１に固定されている。保持部材３２は、管状部材２６の上端
側を保持する円筒状の保持部３２ａを備えている。保持部３２ａは、保持部３２ａの軸方
向と上下方向とが一致するように配置されており、保持部３２ａの内周側には、上下方向
に貫通する貫通孔３２ｂが形成されている。なお、支柱３３は、回路基板１０に固定され
ても良い。
【００３８】
　保持部３２ａの下端側には、保持部３２ａの上端側よりも内径の大きい大径部３２ｃが
形成されており、保持部３２ａの下端側部分の内周側には、上下方向に直交する円環状の
段差面３２ｄが形成されている。管状部材２６の上端側は、大径部３２ｃの内周側に挿入
されており、管状部材２６の上端面は、段差面３２ｄに対向している。また、管状部材２
６の上端側は、上下方向を回転の軸方向とする管状部材２６の回転が可能となるように保
持部３２ａに保持されている。保持部３２ａの貫通孔３２ｂは、管状部材２６の内周側に
通じている。すなわち、保持部材３２には、管状部材２６の内周側に通じる貫通孔３２ｂ
が形成されている。
【００３９】
　ケース体１１は、上下の両端が開口するケース本体４１と、ケース本体４１の上端側の
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開口を塞ぐカバー４２とから構成されている。ケース本体４１の下端側の開口は、減速機
８によって塞がれている。ケース本体４１の側面には、上下方向に直交する方向で開口す
る開口部４１ａが形成されている。すなわち、ケース体１１には、上下方向に直交する方
向で開口する開口部４１ａが形成されている。開口部４１ａは、ケース本体４１の側面部
分を貫通するように形成されている。
【００４０】
　回路基板１０は、ガラスエポキシ基板等のリジッド基板であり、平板状に形成されてい
る。この回路基板１０は、回路基板１０の厚さ方向と上下方向とが一致するようにケース
体１１に固定されている。また、回路基板１０は、ケース体１１の上端側に固定されてい
る。管状部材２６の上端は、回路基板１０の上面よりも上側に配置されている。回路基板
１０には、モータ７を駆動するためのモータ駆動回路等が実装されている。
【００４１】
　また、回路基板１０には、少なくとも２個のコネクタ（図示省略）が実装されている。
２個のコネクタのうちの一方のコネクタに接続される配線６０は、管状部材２６の内周側
を通過するように引き回された後、出力側部材２７の貫通孔２７ｃから引き出されている
。すなわち、配線６０は、回転軸１３および入力軸２０の内周側を通過するように引き回
された後、出力側部材２７の貫通孔２７ｃから引き出されている。また、２個のコネクタ
のうちの他方のコネクタに接続される配線６１は、ケース体１１の開口部４１ａから引き
出されている。
【００４２】
　（関節部、アームの連結構造）
　ロボット１の関節部２およびアーム３の連結構造として、たとえば、図２（Ｂ）に示す
動作をロボット１が行うことが可能となるように、以下のように、各関節部２およびアー
ム３が連結されている。
【００４３】
　なお、以下の説明では、第１関節部２Ａの剛性内歯歯車１６の軸方向を「第１関節部２
Ａの軸方向」とし、第２関節部２Ｂの剛性内歯歯車１６の軸方向を「第２関節部２Ｂの軸
方向」とし、第３関節部２Ｃの剛性内歯歯車１６の軸方向を「第３関節部２Ｃの軸方向」
とし、第４関節部２Ｄの剛性内歯歯車１６の軸方向を「第４関節部２Ｄの軸方向」とし、
第５関節部２Ｅの剛性内歯歯車１６の軸方向を「第５関節部２Ｅの軸方向」とし、第６関
節部２Ｆの剛性内歯歯車１６の軸方向を「第６関節部２Ｆの軸方向」とする。
【００４４】
　まず、支持部材４と第１関節部２Ａとは、第１関節部２Ａのフランジ部２７ａに、支持
部材４の、フランジ部４ａが形成されていない側の端面が固定されることで連結されてい
る。すなわち、第１関節部２Ａの軸方向と支持部材４の軸方向とが一致するように支持部
材４と第１関節部２Ａとが連結されている。第１関節部２Ａと第２関節部２Ｂとは、第１
関節部２Ａの軸方向と第２関節部２Ｂの軸方向とが直交するように連結されている。また
、第２関節部２Ｂのフランジ部２７ａに、第１関節部２Ａのケース本体４１の、開口部４
１ａが形成された側面が固定されている。
【００４５】
　第２関節部２Ｂと第１アーム３Ａとは、第２関節部２Ｂの軸方向と第１アーム３Ａの長
手方向（軸方向）とが直交するように連結されている。また、第２関節部２Ｂのケース本
体４１の、開口部４１ａが形成された側面に第１アーム３Ａの基端が固定されている。第
１アーム３Ａと第３関節部２Ｃとは、第１アーム３Ａの長手方向と第３関節部２Ｃの軸方
向とが直交するように連結されている。また、第３関節部２Ｃのケース本体４１の、開口
部４１ａが形成された側面に第１アーム３Ａの先端が固定されている。
【００４６】
　第３関節部２Ｃと第４関節部２Ｄとは、第３関節部２Ｃの軸方向と第４関節部２Ｄの軸
方向とが直交するように連結されている。また、第３関節部２Ｃのフランジ部２７ａに、
第４関節部２Ｄのケース本体４１の、開口部４１ａが形成された側面が固定されている。
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より具体的には、第４関節部２Ｄのケース本体４１の開口部４１ａが形成された側面に固
定される連結部材６３を介して、第３関節部２Ｃのフランジ部２７ａに、第４関節部２Ｄ
のケース本体４１の開口部４１ａが形成された側面が固定されている。連結部材６３は、
第３関節部２Ｃのフランジ部２７ａに固定されるフランジ部６３ａを備える鍔付きの円筒
状に形成されている。
【００４７】
　第４関節部２Ｄと第２アーム３Ｂとは、第４関節部２Ｄの軸方向と第２アーム３Ｂの長
手方向とが一致するように連結されている。また、第４関節部２Ｄのフランジ部２７ａに
第２アーム３Ｂの基端が固定されている。なお、第２アーム３Ｂの基端には、第４関節部
２Ｄのフランジ部２７ａに第２アーム３Ｂの基端を固定するためのフランジ部３ａが形成
されており、第４関節部２Ｄのフランジ部２７ａとフランジ部３ａとが互いに固定されて
いる。
【００４８】
　第２アーム３Ｂと第５関節部２Ｅとは、第２アーム３Ｂの長手方向と第５関節部２Ｅの
軸方向とが直交するように連結されている。また、第５関節部２Ｅのケース本体４１の、
開口部４１ａが形成された側面に第２アーム３Ｂの先端が固定されている。第５関節部２
Ｅと第６関節部２Ｆとは、第５関節部２Ｅの軸方向と第６関節部２Ｆの軸方向とが直交す
るように連結されている。また、第５関節部２Ｅのフランジ部２７ａに、第６関節部２Ｆ
のケース本体４１の、開口部４１ａが形成された側面が固定されている。
【００４９】
　（本形態の主な効果）
　以上説明したように、本形態では、回転軸１３は、駆動用磁石２９が外周側に固定され
る円筒状の磁石固定部１３ａを備えており、入力軸２０の上端側は、磁石固定部１３ａの
内周側に挿入されて固定されている。すなわち、本形態では、回転軸１３の、駆動用磁石
２９が固定される部分の内周側に入力軸２０の上端側が挿入されて固定されている。また
、本形態では、入力軸２０は、回転軸１３を形成する鉄系金属よりも比重の小さいアルミ
ニウム合金で形成されている。そのため、本形態では、入力軸２０の上端側部分の内周側
に回転軸１３の下端側が挿入されて固定される場合と比較して、比重の小さなアルミニウ
ム合金で形成される入力軸２０は長くなるが、比重の比較的大きな鉄系金属で形成される
回転軸１３の長さは短くなる。したがって、本形態では、関節部２を軽量化することが可
能になる。
【００５０】
　また、本形態では、磁石固定部１３ａの内周側に入力軸２０の上端側が挿入されて固定
されているため、ロータ１４の径方向における厚さが厚くなりやすい磁石固定部１３ａの
、径方向における厚さを薄くすることが可能になる。特に本形態では、駆動用磁石２９の
上端面と入力軸２０の上端面とが上下方向において同じ位置に配置されているため、上下
方向の全域で、ロータ１４の径方向における磁石固定部１３ａの厚さを薄くすることが可
能になる。したがって、本形態では、関節部２をより軽量化することが可能になる。
【００５１】
　（他の実施の形態）
　上述した形態は、本発明の好適な形態の一例ではあるが、これに限定されるものではな
く本発明の要旨を変更しない範囲において種々変形実施が可能である。
【００５２】
　上述した形態では、駆動用磁石２９の上端面と入力軸２０の上端面とが上下方向におい
て同じ位置に配置されているが、入力軸２０の上端面は、駆動用磁石２９の上端面より上
側に配置されても良いし、下側に配置されても良い。また、上述した形態では、円筒状に
形成される駆動用磁石２９が回転軸１３の外周面に固定されているが、平板状に形成され
る複数の駆動用磁石が回転軸１３の外周側に埋め込まれるように固定されても良い。
【００５３】
　上述した形態では、減速機８は、中空波動歯車装置であるが、減速機８は、中空波動歯
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車装置以外の中空減速機であっても良い。また、減速機８は、中空減速機以外の減速機で
あっても良い。すなわち、減速機８は、細長い円柱状に形成された中実軸からなる入力軸
２０を備える減速機であっても良い。また、上述した形態では、モータ７は、中空モータ
であるが、モータ７は、中空モータ以外のモータであっても良い。すなわち、モータ７は
、細長い円柱状に形成された中実軸からなる回転軸１３を備えるモータであっても良い。
モータ７が中実軸からなる回転軸１３を備え、減速機８が中実軸からなる入力軸２０を備
える場合には、回転軸１３の下端面に上側に向かって窪む凹部が形成され、この凹部の中
に入力軸２０の上端側が挿入されて固定される。この場合には、回転軸１３の、凹部が形
成された部分は、外周面に駆動用磁石２９が固定される磁石固定部１３ａとなっている。
【００５４】
　上述した形態では、剛性内歯歯車１６が減速機８の出力軸となっているが、可撓性外歯
歯車１７が減速機８の出力軸となっていても良い。この場合には、剛性内歯歯車１６がケ
ース体１１およびクロスローラベアリング１９の内輪１９ａに固定され、可撓性外歯歯車
１７がクロスローラベアリング１９の外輪１９ｂおよび出力側部材２７のフランジ部２７
ａに固定される。また、上述した形態において、関節部２の内周側（すなわち、管状部材
２６の内周側（回転軸１３および入力軸２０の内周側））を通過するようにエア配管が引
き回されても良い。
【００５５】
　上述した形態では、ロボット１は、６個の関節部２を備えているが、ロボット１が備え
る関節部２の数は、５個以下であっても良いし、７個以上であっても良い。また、上述し
た形態では、ロボット１は、２本のアーム３を備えているが、ロボット１が備えるアーム
３の数は、１本であっても良いし、３本以上であっても良い。また、上述した形態では、
ロボット１の関節部２が、モータ７および減速機８等を有する回転アクチュエータによっ
て構成されているが、回転アクチュエータは、ロボット１の関節部２以外に使用されても
良い。たとえば、回転アクチュエータは、θステージ（回転ステージ）の駆動部等に使用
されても良い。また、上述した形態では、ロボット１は、産業用ロボットであるが、ロボ
ット１は、様々な用途に適用可能である。たとえば、ロボット１は、サービス用ロボット
であっても良い。
【符号の説明】
【００５６】
　１　ロボット（産業用ロボット）
　２　関節部（回転アクチュエータ）
　７　モータ
　８　減速機
　１３　回転軸
　１３ａ　磁石固定部
　２０　入力軸
　２９　駆動用磁石
　６０　配線
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